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　　年　　月　　日

公益社団法人日本化学会
常務理事
　鈴木　慎一　様

安田修祥・裕美子 若手化学者留学支援事業
留学支援助成に関する請書

助成対象者
所属
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　

【研究テーマ】：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（　　　　　　　　　								）
（　　）年（　）月（　）日付けで通知をいただきました標記留学支援助成をお受けいたします。なお、今回の支援助成を受けるに当たっては、以下の項目を遵守いたします。

1. 留学支援助成の対象となる経費
支援金の使途は、渡航費や滞在費等の留学に当たって必要とされる経費を対象とする。
2. 申請内容の変更
支援対象者は、支援金交付の決定を受けた後に、申請内容に大幅な変更を行うときは、速やかに公益社団法人日本化学会（以下「本会」という）に通知し、安田修祥・裕美子 若手化学者留学支援事業委員会（以下「委員会」という）の判断を仰ぐこととする。
3. 報告
(1) 支援対象者は、別途、留学実施報告書（以下「報告書」という）を、支援金交付日から１年以内に、本会に提出しなければならない。
(2) 報告書の内容は、我が国の化学分野研究の発展や本事業の更なる普及のため、本会のホームページや機関誌等で広く公開することができる。
(3) 支援対象者は、報告書提出後、その後の研究活動等についてイベントでの発表や機関誌への寄稿等、本会が主催する活動への協力依頼があった際には、特段の事情がない限りこれを受けるものとする。
(4) 支援対象者が留学期間中の研究成果を発表する場合は、本事業により支援を受けたことを必ず表示しなければならない。支援金の表示は「安田修祥・裕美子 若手化学者留学支援金/Nobuyoshi & Yumiko Yasuda Memorial Scholarship of The Chemical Society of Japan」とする。
(5) 報告書の収支報告に記載した内容の証書類は、支援金交付日から2年間、保管しなければならない。
4. 支援金の決定の取消、中止、及び返還
支援対象者が次の各号のいずれかに該当したとき又はその事実が判明したときは、本会は、支援金の交付決定を取り消し、交付を中止し、支援対象者に対してすでに交付した支援金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽の申し出又は報告を行ったとき。
(2) 対象となる留学が中止になったとき。
(3) その他「日本化学会会員行動規範」及び「行動の指針」に反する行為が認められたとき。
以上


支援対象者保管用


　　年　　月　　日

公益社団法人日本化学会
常務理事
　鈴木　慎一　様

安田修祥・裕美子 若手化学者留学支援事業
留学支援助成に関する請書

助成対象者
所属
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　

【研究テーマ】：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（　　　　　　　　　								）
（　　）年（　）月（　）日付けで通知をいただきました標記留学支援助成をお受けいたします。なお、今回の支援助成を受けるに当たっては、以下の項目を遵守いたします。

1. 留学支援助成の対象となる経費
支援金の使途は、渡航費や滞在費等の留学に当たって必要とされる経費を対象とする。
2. 申請内容の変更
支援対象者は、支援金交付の決定を受けた後に、申請内容に大幅な変更を行うときは、速やかに公益社団法人日本化学会（以下「本会」という）に通知し、安田修祥・裕美子 若手化学者留学支援事業委員会（以下「委員会」という）の判断を仰ぐこととする。
3. 報告
(1) 支援対象者は、別途、留学実施報告書（以下「報告書」という）を、支援金交付日から１年以内に、本会に提出しなければならない。
(2) 報告書の内容は、我が国の化学分野研究の発展や本事業の更なる普及のため、本会のホームページや機関誌等で広く公開することができる。
(3) 支援対象者は、報告書提出後、その後の研究活動等についてイベントでの発表や機関誌への寄稿等、本会が主催する活動への協力依頼があった際には、特段の事情がない限りこれを受けるものとする。
(4) 支援対象者が留学期間中の研究成果を発表する場合は、本事業により支援をうけたことを必ず表示しなければならない。支援金の表示は、「安田修祥・裕美子 若手化学者留学支援金/Nobuyoshi & Yumiko Yasuda Memorial  Scholarship of The Chemical Society of Japan」とする。
(5) 報告書の収支報告に記載した内容の証書類は、支援金交付日から2年間、保管しなければならない。
4. 支援金の決定の取消、中止、及び返還
支援対象者が次の各号のいずれかに該当したとき又はその事実が判明したときは、本会は、支援金の交付決定を取り消し、交付を中止し、支援対象者に対してすでに交付した支援金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽の申し出又は報告を行ったとき。
(2) 対象となる留学が中止になったとき。
(3) その他「日本化学会会員行動規範」及び「行動の指針」に反する行為が認められたとき。
以上
